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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年６月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成３１年２月１１日 １１時１０分ごろ～１４時１０分ごろ

の間） 

発生場所 不明（熊本県天草市産
うぶ

島北東方沖） 

事故の概要  漁船みき丸は、出港後、船長が落水して死亡した。 

事故調査の経過  平成３１年４月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 みき丸、４.３トン 

 ＫＭ３－５１１８０（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.４５ｍ（Lr）×２.８０ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、平成６年２月５日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許 登録 日 昭和５０年１月１０日 

  免許証交付日 平成３０年１１月２６日 

         （令和６年７月１２日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り～雨、風向 北～北東、風力 ２ 

海象：海上 平穏、水温 約１６℃ 

 事故の経過  本船は、船長（以下「本件船長」という。）が１人で乗り組み、刺

し網漁の目的で、平成３１年２月１１日０７時５０分ごろ天草市船
ふな

津
つ

漁港を出港した。 

本件船長は、出港時、家族に対し、なまこを買い取る業者に電話を

掛け、１３時に船津漁港の本船係留場所に来るように伝えてほしい旨

を告げていた。 

僚船（以下「僚船Ａ」という。）の船長（以下「船長Ａ」という。）

は、産島東岸沖の刺し網漁の漁場に向けて同島北東方沖を南西進中、

１０時５０分ごろ右舷方に北東進する本船を認め、互いに手を挙げて

本件船長と挨拶を交わした。 
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船長Ａは、刺し網漁の作業を終え、船津漁港に向けて北東進中、１

１時１０分ごろ左舷船首方に陸岸寄りを南西進する本船を認め、その

後、本船の操舵室後部に立って操船している本件船長を認めたもの

の、距離が離れていたので、挨拶を交わすなどすることなく航行を続

けて帰港した。 

 本件船長の家族は、連絡を入れていた業者が１２時３０分ごろ本船

係留場所付近の岸壁に来ているのを認め、１３時までに帰港すると思

っていた本船が帰港しないことが気になり、本件船長の携帯電話に連

絡したものの、電話が通じなかったので、１３時過ぎに別の僚船（以

下「僚船Ｂ」という。）の船長（以下「船長Ｂ」という。）に様子を見

て来てほしい旨を依頼した。 

船長Ｂは、本船がなまこ
．．．

を対象にした刺し網を設置してある天草市

宮
みや

野
の

河
かわ

内
ち

湾にいるものと思って向かったがいなかったので、網目の大

きな刺し網を設置する産島北東岸沖の漁場に向かっていたとき、本船

が船首を南西方へ向けて梶
かじ

木
き

埼
さき

灯台北東方沖の定置網の設置場所に停

船しているのを認めた。 

船長Ｂは、本船に向かい、１４時１０分ごろ本船船内に本件船長が

いないことを確認し、落水したものと思い、海上保安庁に通報すると

ともに漁業協同組合にもその旨を伝えた。 

本件船長は、漁業協同組合が組合員を集めて僚船による捜索を始

め、その後、巡視艇等も加わって捜索が続けられたものの、発見され

ず、４月１４日０６時４０分ごろ天草市新
しん

和
わ

町小
こ

宮
みや

地
じ

の海岸で、散歩

中の付近住民によって発見され、医師により、死因は不詳と検案され

た。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 

 

船長Ｂは、本船を発見した際、機関の電源スイッチが入っていたも

のの、クラッチが中立運転の位置付近にあって機関が止まり、燃料が

ほとんどなく、定置網の設置場所の鉄製パイプで囲われた生
いけ

簀
す

に付設

のロープが推進器に緩く絡まっており、本件船長がふだん使用してい

た膨張式のベルト型救命胴衣が操縦席の上に置かれているのを認め

た。 

本件船長は、出港時には黒いヤッケを着てズボンと長靴を履いてい

たが、発見された際、ズボンの上に胸当て付きカッパ（作業用救命衣

や小型船舶用救命胴衣の機能を持ったものではない。）を着用し、救

命胴衣を着けていなかった。 

漁業協同組合の担当者は、ふだん、本件船長が膨張式のベルト型救

命胴衣を着用しているのを見掛けていた。 

本件船長の家族は、本件船長から、産島北東岸沖の漁場に刺し網を

１つ設置し、夕方に揚げる予定であることを聞いていた。 

船長Ｂは、本船が発見された後、本件船長の家族と共に産島北東岸
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沖に設置されていた刺し網を揚収し、その際、刺し網の両端に付ける

浮
う

子
き

の一方とそれに繋がった浮子綱（刺し網と浮子を結ぶ綱）が、刺

し網から２００メートルほど西方に離れていることに気付いた。 

船長Ａ、漁業協同組合の担当者、本件船長の家族及び船長Ｂは、本

件船長が産島北東方沖を北東進した後に陸岸寄りを南西進した目的が

分からなかった。 

本件船長の携帯電話は、本船発見時には船内になく、その後発見さ

れていない。 

本件船長の家族は、出港時、本件船長がカッパを着用していなかっ

たが、ふだん、カッパを着用したときは救命胴衣をあまり着けていな

かったので、本事故当時、宮野河内湾に設置していたなまこ
．．．

用の刺し

網を揚げるときに濡れないよう、カッパを着用した際、救命胴衣を外

したものと本事故後に思った。 

本件船長の家族は、本事故当時、本件船長の体調に問題はなかった

が、右肩の腱
けん

を切っていたので右腕が肩よりも上がらない状態であ

り、泳ぐことが難しく、時期的にも長く海中にいることは無理な状況

であっただろうと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

不明 

不明 

不明 

 本件船長の死因は、不詳であった。 

 本船は、１１日１１時１０分ごろ本件船長が操船しているところが

目撃された後、１４時１０分ごろ定置網の設置場所に無人で停船して

いるのが確認されたことから、この間において、本件船長が落水した

ものと考えられる。 

本件船長は、本船が生簀に付設のロープが推進器に緩く絡まって停

船していたことや刺し網の浮子と浮子綱が刺し網から離れて確認され

たことから、生簀の状態を確認していた際、若しくは設置した刺し網

の状態を確認していた際に落水して溺水した可能性があると考えられ

るが、目撃者がおらず、それらの状況を明らかにすることはできなか

った。 

 本件船長は、右肩の腱を切っていたうえ、カッパを着用して救命胴

衣を着用していなかったことから、泳ぐことが難しかった可能性があ

ると考えられる。 

原因  本事故は、本船が産島北東方沖において、本件船長が落水したこと

により発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・単独で乗船する者は、特に注意して落水防止に努めること。 
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・甲板上で作業等を行う場合は、必ず救命胴衣を着用すること。 

・単独で乗船する者は、不慮の落水に備え、防水型又は防水パック

に入れた携帯電話やＰＬＢ（携帯用位置指示無線標識）を身に付

けておくことが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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本件船長発見場所
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０６：４０ごろ） 
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写真１ 本船 

 


